
福岡大学附属若葉高等学校若葉会会則 

〔昭和５年５月制定〕 

改正  以降 11 回一部修正   

昭和 62年 1 月 平成 3年 6 月 

平成 8 年 4 月 平成 22年 4 月 

平成 30年 4 月  

     第 1章  総  則 

第 1条  本会は、福岡大学附属若葉高等学校若葉会と称する。 

第 2条  本会は、会員相互の親睦を図り、兼ねて母校の発展を援助し、更に社会公共のために

寄与することを目的とする。 

第 3条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

(１) 同窓会名簿の作成 

(２) 会報の編集・発行 

(３) 母校教育活動の援助推進・各種事業の企画、実施及び謝恩 

(４) 初代校長追憶会 

(５) 会員の慶弔 

(６) その他必要と認められる事業 

第４条  本会は事務局を福岡市中央区荒戸３丁目４番６２号 福岡大学附属若葉高等学校内に

置き、また必要に応じて支部を各地に置く。 

 

  第 2章  会  員 

第 5条  本会は正会員、特別会員をもって構成する。 

第 6条  本会の正会員は、九州女学校・九州高等女学校・九州家政専攻学校・九州女子中学

校・九州女子高等学校・福岡大学附属若葉高等学校の卒業生で構成し、特別会員は母

校の現・旧職員をもって構成する。 

第 7条  正会員は改姓・移転等によって身上に異動があるときは、事務局へ報告しなければな

らない。 

 

  第 3章  役  員 

第８条  本会に次の役員を置く。 

     (１)名誉会長   1人                (６)理事     若干人 

(２)会長     1人                (７)常務委員   若干人 

     (３)副会長    若干人              (８)委員     若干人 

      (４)書記     若干人              (９)会計監査   ２人 

     (５)会計     １人                (10)顧問     若干人 

第 9条  会長は本会を代表し会務を総括する。副会長は会長を補佐するものとする。ただし、

会長に事故があったときは、副会長の互選によって定める 1人がこれを代行する。 

 

第 10条 第８条に掲げる役員の選任については次のとおりとする。 

(１) 名誉会長は、福岡大学附属若葉高等学校校長とする。 

(２) 会長は、正会員のうちから選任し、総会の承認を得る。 

(３) 副会長は、正会員のうちから会長が選任する。 



(４) 書記・会計は、正会員のうちから会長が選任する。ただし、会計は特別会員(事務

長)に委嘱することができる。書記は本会の事務一般、会計は本会の会計事務一切

を処理する。 

(５) 理事は、正会員のうちから会長が選任し、本会の会務処理一般に当たる。 

(６) 常務委員は、委員のうちから選任し、本会の会務処理一般に当たる。 

(７) 委員は、正会員のうちから卒業年次毎に適当数を選任し、卒業年次毎の正会員に

関する会務を分担処理する。 

(８) 会計監査は正会員のうちから選任し、会計事務の監査を担当する。 

(９) 顧問は特別会員のうちから選任する。 

第１１条 役員の任期は４ヶ年とし再任を妨げない。 

第１２条 役員に欠員があるときは、直ちに補充し、後任者の任期は前任者の残任期間とする。 

 

   第４章  会  義 

第１３条 本会の会議は、総会・役員会・総務理事会とする。 

第１４条 総会は、本会の最高決議機関であり隔年６月に会長がこれを招集する。ただし、会長

が必要と認めたときは、役員会の承認を得て臨時総会を開くことができる。 

第１５条 総会は事務・会計及び現状報告並びに議案審議決定、会則の変更、その他必要事項を

審議決定する。 

第１６条 役員会及び総務理事会は総会に次ぐ決議機関であり、本会の予算・決算・事業の企画

運営等の原案を作成する。総務理事会は会長・副会長・書記・会計・理事で構成し、

役員会は総務理事と常務委員・委員で構成する。各役員会は会長が招集する。 

 

   第５章  会  計 

第１７条 本会費用は、会費・基本金利子・寄付金その他の収入をもってこれに充当する。 

第１８条 (１)平成２９年度卒業までの正会員は、年会費 1,000円を納めるものとする。 

     (２)平成３０年度卒業以後の正会員は、入会金 1,500円及び終身年会費 18,000円を 

福岡大学附属若葉高等学校在学中に納入することとする。 

(３)上記２項の金額は、時勢に応じて変更することができる。 

第１９条 会計は次の帳簿を備え、会長の指示に従って出納に関する事務一切に当たる。 

(１) 会計簿 

(２) 予算及び決算書綴 

(３) 領収書綴 

第２０条 本会の会計年度は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

   第６章  支  部 

第２１条 本会が必要であると認めたときは、各地に支部を結成することができる。本部は各地

方支部との連絡を図るものとする。 

 

   第７章  補  則 

第２２条 本会会則の改正は、総会の決議によらなければならない。 

 

  附則  

この会則は、平成３０年４月１日から施行する。 


